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いの町告示第１３７号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項及び第

１６７条の１１第２項の規定に基づき、令和６年４月１日から令和８年３月３

１日までの間にいの町が実施する土木、建築事業等に係る調査、計画及び設計

の業務の一般競争入札又は指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加す

る者に必要な資格、資格審査の申請時期、方法等について次のとおり定める。 

 

  令和５年１１月２４日 

 

                 い の 町 長  池 田  牧 子 

 

第１ 入札参加資格者 

   競争入札に参加することができる者は、競争入札の参加資格に関する審

査（建設業法第２７条の２３第１項に規定する経営に関する客観的事項の

審査を含む。以下「資格審査」という。）を受け、いの町一般競争（指名競

争）入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登録された者と

する。 

 

第２ 入札参加資格の有効期間 

   令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

第３ 資格審査基準日 

資格審査は、令和５年１０月１日を審査基準日として実施する。 

  

第４ 資格審査 

   資格審査は、原則として２年ごとに実施するものとする。資格審査は、

高知県情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則（令和３

年高知県規則第７２号）第４条第１項に規定する電子情報処理組織であっ

て資格審査に係るもの（以下「高知県入札参加資格共同電子申請システム」

という。）を使用する方法により行うものとする。 

   資格審査を申請しようとする者は、令和５年１２月１日から令和５年１

２月２８日までに、高知県測量、建設コンサルタント等業務競争入札参加

資格審査要綱（令和５年１０月高知県告示号外第６７４号）に定めるとこ

ろにより、申請を行わなければならない。 
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第５ 資格審査の結果の通知及び公表 

資格審査結果は、高知県入札参加資格共同電子申請システムにより資格

審査を申請した者に通知するとともに、高知県土木部土木政策課内に設け

られた高知県建設業者許可書類閲覧所等において公表するものとする。 

また、資格者名簿は、いの町本庁舎 1 階情報コーナーの閲覧所において、 

閲覧に供する方法により公表する。 

 

第６ 申請内容の変更の届出 

   資格審査を申請した者又は資格者名簿に登載された者は、申請内容の変 

更があったときは、直ちに、高知県入札参加資格共同電子申請システムか

ら変更事項を届け出なければならない。 

 

第７ 入札参加資格の取消し 

   町長は、有資格者名簿に登載された者（以下「有資格者」という。） 

が次の各号のいずれかに該当する場合は、入札参加資格を取り消すものと

する。 

 (１) 業務に関し法律上必要とする登録を取り消されたとき。 

 (２) 資格審査の重要な事項について、故意に記載せず、又は虚偽の記載を

したとき。 

 (３) 入札参加資格を辞退したとき。  

（４）次のいずれかに該当する者。 

ア 暴力団 

イ 暴力団員等 暴力団員又は暴力団準構成員（暴力団員以外の者で、暴

力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴

力的不法行為等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第１号に規定する暴力的不法行為等をい

う。）を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、

武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力する者をいう。）

をいう。 

ウ ア及びイに掲げる者以外の者であって、次のいずれかに該当する者と

して町長が認めるもの 

（ア）役員等が暴力団員等に該当する者 

（イ）役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者

を使用し、又は雇用している者 

（ウ）暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与してい

る者 
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（エ）役員等が、自己、その属する法人等若しくは第三者の利益を図り、

又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等

を利用している者 

（オ）役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴

力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜

を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又

は関与している者 

（カ）役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に

実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、こ

れを利用している者 

（キ）役員等が、町との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は

運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りなが

ら、これを利用している者 

（ク）（ア）から（キ）までに掲げる者のほか、役員等が暴力団又は暴

力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

  

 


